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学校教育課　☎（55）7136

令和3年5月28日時点感染症拡大防止のため、詳細はお電話などでお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症関連対策のお知らせ

◆市内小中学校給食費無償化等事業
内　　容：子育て世代への負担軽減を目的として、市内小中学校の給食費を無償化または、給食費等

支援金を支給します。

【給食費無償化の対象となる方】
対　　象：市内小中学校に就学し、学校給食の提供を受けている児童生徒
対象期間：令和3年6月～12月
申請方法等：手続きは不要です。

【給食費等支援金の対象となる方】
対　　象：市内小中学校に就学しているが、病気やアレルギー対応などにより給食の提供を受けてい

ない児童生徒の保護者または市外の小中学校（私立の小中学校など）へ就学している児童
生徒の保護者

対象期間：令和3年6月～12月
申請方法等：令和4年2月28日(月)までに申請が必要です。
支 給 額：小学生　上限額4,300円/月　　　中学生　上限額5,000円/月

産業振興課　☎（55）7128◆プレミアム付商品券事業（あいさいちゃん商品券）
目　　的：新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受

けている市内店舗を応援し、地域経済の活
性化と個人消費の喚起を図ります。

販売期間：令和3年8月５日（木）～10月15日（金）
使用期間：令和3年8月５日（木）～12月31日（金）
商品券概要：13,000円分の商品券（500円×26枚）を

10,000円で販売します。令和3年7月下旬
に市から各世帯へ購入引換券と取り扱い店
舗等の案内を配布します。購入希望者は指
定する市内郵便局で商品券を販売期間中に
購入できます。商品券に余剰が生じた場合
は、余剰分について抽選を行い、当選者に
購入引換券を配布します。

　　　　　※新型コロナウイルス感染症の状況により、
　事業期間を変更する場合があります。

危機管理課　☎（55）7130◆避難所用備蓄品等整備事業
目　　的：避難所での新型コロナウイルス感染症などの対策に必要な資機材の電源確保を図ります。
内　　容：避難所である小・中学校および医療救護所である佐屋保健センターに可搬型蓄電池および

太陽光パネルを整備

消防課 ☎（26）1104 生涯学習課 ☎（55）7137
環境課 ☎（55）7114 市民協働課 ☎（55）7113 佐織支所 ☎（55）7145◆感染予防対策事業

目　　的：感染症対策および感染拡大予防対策を図り、安心して利用できる環境を整えます。
内　　容：・救急活動に係る感染対策資機材などを整備
　　　　　・中央図書館に網戸を設置、文化会館および佐織公民館に室内用小型サーキュレーターを設置
　　　　　・総合斎苑に空気清浄機、手指用ペダル式アルコール噴霧スタンドを配置
　　　　　・各コミュニティセンターに手指用ペダル式アルコール噴霧スタンドを配置
　　　　　・各支所に手指用ペダル式アルコール噴霧スタンドを配置

子育て支援課　☎（55）7118

◆児童福祉施設等感染拡大防止対策事業費補助金
　保育対策総合支援事業費補助金
　幼稚園感染拡大防止対策事業費補助金
目　　的：事業継続が求められている児童福祉施設などの感染症対策の取り組みを支援し、継続的な

事業実施に向けた環境整備を図ります。
内　　容：感染防止対策に必要な消耗品費やかかり増し経費などの補助

◆子育て世帯生活支援特別給付金事業（その他世帯分）
子育て支援課　☎（55）7118

目　　的：新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯（ひとり親世帯
を除く）に生活支援を行います。

内　　容：給付金を支給
対　　象：①を満たし、②または③に該当する方 ※ただし、ひとり親世帯分の給付金を受けられた方を除く。
 　①令和３年３月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合､20歳未満)を養育する父母等

　　(令和4年2月末までに生まれた新生児も対象となります。)
 　②令和３年度住民税非課税の子育て世帯
 　③令和３年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった子育て世帯
申請方法等：・①のうち、令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者(令和4年2月まで

　に生まれた新生児を含む)で、②に該当する方は申請不要です。
 ・上記以外の方は、申請が必要です。
支 給 額：児童1人につき５万円

子育て支援課　☎（55）7118◆新生児子育て応援給付金事業
目　　的：新型コロナウイルス感染症による影響に対する生活支援策として、新たに出生した子育て

家庭に支援を行います。
内　　容：新生児子育て応援給付金を支給
対　　象：次の期間に生まれ、出生日から市内に住民登録をされたお子さんの保護者
 ①令和３年４月 １日～令和４年３月31日
 ②令和２年４月28日～令和３年３月31日（令和２年度にこの給付金を受けられた方は、対

　象となりません。）
 ※ただし、お子さんの出生日から給付金の申請日までお子さんと保護者の住所が市内にあ

　り、保護者の住所がお子さんの出生日を含めて１か月以上市内にある方に限ります。
申請方法等：令和４年４月22日（金）までに申請が必要です。※郵送必着
 市役所・各支所に出生届を提出される際にご案内します。
 すでに出生届を提出された方には、個別通知します。
支 給 額：対象児童１人につき10万円

経営企画課　☎（55）7133◆キャッシュレス決済事業
目　　的：人との接触を減らし、金銭の受け渡しを極力避けるため、来庁することなく証明書などを

受け取ることができる環境をつくります。
内　　容：・市民課、税務課、各支所の窓口に電子マネーリーダーを設置
 ・パソコンやスマートフォンから証明書などが発行できる電子申請において、クレジット

　決済での支払いを選択できるようにします。

市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011 https://www.city.aisai.lg.jp/ 市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011 https://www.city.aisai.lg.jp/

同封物
●初回購入引換券（1枚）
●専用追加申込書（1枚）
●商品券取扱店舗（1枚）
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